
議 案 第 ２ ８ 号

和 解 及 び 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る こ と に つ い て

庁 用 車 両 に お け る 人 身 事 故 及 び 物 損 事 故 に 伴 う 損 害 賠 償 に つ い

て 、 次 の と お り 和 解 し 、 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る 。

         令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ８ 日 提 出

              亀 山 市 長   櫻 井 義 之

１ 事 故 の 状 況

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日 午 後 ３ 時 ５ ０ 分 頃 、 亀 山 市 東 丸 町 地 内 の 公 用

駐 車 場 か ら 市 道 東 丸 １ 号 線 に 進 入 し た 際 、 走 行 し て き た 相 手 方 車

両 に 接 触 し 破 損 さ せ 、 相 手 方 を 負 傷 さ せ た 。

２ 相 手 方

  亀 山 市 在 住   個 人

３ 和 解 の 条 件 及 び 損 害 賠 償 の 額

（ １ ） 市 は 、 相 手 方 に 対 し 、 損 害 賠 償 の 額 １ ， ７ ３ ５ ， ３ ５ ７ 円 の

支 払 い 義 務 が あ る こ と を 認 め 、 市 議 会 の 議 決 後 に 相 手 方 指 定

の 口 座 へ 振 り 込 む 。

（ ２ ） 市 及 び 相 手 方 は 、 損 害 賠 償 金 以 外 に 何 ら の 債 権 債 務 の な い こ

と を 確 認 し 、 互 い に 何 ら の 請 求 を し な い 。

提 案 理 由

和 解 及 び 損 害 賠 償 の 額 の 決 定 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １

項 第 １ ２ 号 及 び 第 １ ３ 号 の 規 定 に 基 づ き 議 会 の 議 決 を 求 め る 。


